
ハチ刺され特別警報

令和４年７月、刈払機による草刈作業中、アシナガバチに刺さ
れたことによるアナフィラキシーショックにより死亡労働災害が
発生しました。
また、同時期に草刈等の農作業中、ハチに刺されたことによる
不休労働災害が立て続けに発生しています。
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発令中!!

刈払機による草刈作業においては、黒い服等の着用、香水・整
髪料の使用は避けることを徹底しましょう。
また、エピペン（アドレナリン製剤）の常備も検討してくださ
い。

ハチ刺され防止対策については、裏面「蜂刺され災害を防ごう！（林業・木材製造業労働災害
防止協会）チラシ」を参考としてください。




